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☎

各
種
相
談
や
催
し
・
講
座
に
参
加
す
る
際
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
の
確
保
、
手
指
消
毒
な
ど
の
感
染
防
止
に
ご
協
力
を
。

状
況
に
応
じ
中
止
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
最
新
の
情
報
は
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
毎
年
度
、
申
請
が
必
要
で
す
。

※
認
定
審
査
は
市
民
税
の
申
告
内
容
を
参
考
に

　

す
る
た
め
必
ず
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
３
月
に
新
小
学
１
年
生
を
対
象
と
し
た
就
学

　

援
助
費
の
支
給
を
受
け
た
家
庭
も
、
改
め
て

　

申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

学
校
教
育
課　

内
線
６
３
３

児

童

扶

養

手

当
・

特
別
児
童
扶
養
手
当
額
変
更

　

令
和
５
年
度
の
児
童
扶
養
手
当
お
よ
び
特
別

児
童
扶
養
手
当
の
手
当
額
が
2.5
％
引
き
上
げ
ら

れ
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当（
月
額
）

　

第
１
子
／
４
万
４
１
４
０
円
～
１
万
４
１
０
円

　

第
２
子
加
算
／
１
万
４
２
０
円
～
５
２
１
０
円

　

第
３
子
加
算
／
６
２
５
０
円
～
３
１
３
０
円

特
別
児
童
扶
養
手
当（
月
額
）

　

１
級
の
場
合
／
５
万
３
７
０
０
円

　

２
級
の
場
合
／
３
万
５
７
６
０
円

問
合
せ　

こ
ど
も
支
援
課
☎（
42
）８
４
５
４

保

養

施

設

宿

泊

費

助

成

　

市
で
は
、
保
養
施
設
に
宿
泊
す
る
際
の
宿
泊

費
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

対
象　

保
養
施
設
に
宿
泊
す
る
日
に
つ
ぎ
の
要

　

件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
助
成
券
交
付
時

　

点
で
保
険
税（
料
）の
未
納
が
な
い
人

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

・
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

助
成
額（
１
人
１
泊
あ
た
り
）　　

　

大
人（
12
歳
以
上
）
／
２
０
０
０
円	

　

小
人（
３
歳
以
上
12
歳
未
満
）
／
１
０
０
０
円

み
ず
ほ
銀
行
窓
口
で
の
納
付
の
取
り
扱
い

　

幸
手
市
に
納
め
る
市
税
、
上
下
水
道
料
金
な

ど
は
、
４
月
１
日
か
ら
、
み
ず
ほ
銀
行
本
・
支

店
の
窓
口
で
は
、
納
付
書
に
よ
る
納
付
が
で
き

な
く
な
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
口
座
振
替
に
よ
る
市
税
な
ど
の
納
付

は
、
今
ま
で
ど
お
り
継
続
さ
れ
ま
す
。

問
合
せ　

会
計
課　

内
線
１
１
３

　
　
　
　

水
道
管
理
課
☎（
48
）０
０
５
０

就

学

援

助

の

申

請

受

付

　

小
中
学
生
が
い
る
家
庭
で
、
学
用
品
費
や
給

食
費
な
ど
の
支
払
い
が
困
難
な
家
庭
に
、
費
用

の
一
部
を
援
助
し
ま
す
。

対
象　

・
世
帯
の
前
年
所
得
の
合
計
が
、
市
の
定

　

め
る
基
準
額
以
下
の
家
庭

・
生
活
保
護
が
停
止
ま
た
は
廃
止
さ
れ
た
家
庭

・
市
民
税
が
非
課
税
ま
た
は
減
免
さ
れ
た
家
庭

・
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
家
庭

申
請
期
限　

４
月
28
日（
金
）ま
で

申
請
方
法　

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
学

　

校
教
育
課
ま
た
は
各
学
校
へ
提
出

添
付
書
類　

賃
貸
住
宅
在
住
の
場
合
、
契
約
書
や

　

家
賃
通
知
書
な
ど
の
写
し

※
申
請
理
由
が「
減
免
」の
場
合
、「
減
免
通
知
書
」

　

な
ど
の
写
し
も
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

市

民

農

園

利

用

者

募

集

期
間　

５
月
１
日（
月
）～
令
和
６
年
３
月
31
日（
日
）

場
所　

大
字
幸
手
２
８
１
４

－

１

募
集
区
画　

14
区
画（
30
㎡
／
区
画
）

使
用
料　

１
区
画
７
０
０
０
円
／
年

※
年
度
途
中
か
ら
の
利
用
の
場
合
は
、
月
割
計

　

算
し
た
金
額
と
な
り
ま
す
。

申
込
み　

４
月
17
日（
月
）ま
で
に
電
話
ま
た
は

　

Ｆ
Ａ
Ｘ

※
申
込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選
に
な
り
ま
す
。

問
合
せ　

農
業
振
興
課　

内
線
５
３
５
・
（
43
）

　

１
１
２
３

社
会
福
祉
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

▼
特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当

　

重
度
の
障
が
い
を
有
し
、
日
常
生
活
に
お
い

て
常
時
特
別
の
介
護
を
要
す
る
人
を
対
象
に
し

た
手
当
で
す
。
所
得
や
医
師
の
診
断
書
に
基
づ

・
怪
し
い
と
感
じ
た
ら
氏
名（
フ
ル
ネ
ー
ム
）を

　

尋
ね
、
い
っ
た
ん
電
話
を
切
っ
て
市
役
所
に

　

当
該
委
員
が
実
在
す
る
か
確
認
す
る
。

・
一
人
で
判
断
せ
ず
に
、
家
族
や
警
察
に
相
談
す　

　

る（
で
き
る
だ
け
一
人
で
対
応
し
な
い
）。

問
合
せ　

社
会
福
祉
課
☎（
42
）８
４
３
５

木

造

住

宅

耐

震

補

助

　

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
建
築
確
認
を
取

得
し
建
築
し
た
、
旧
耐
震
基
準
の
木
造
一
戸
建

て
住
宅
な
ど
の
耐
震
診
断
や
、
診
断
結
果
か
ら

耐
震
改
修
が
必
要
と
判
断
さ
れ
実
施
す
る
耐
震

改
修
工
事
を
対
象
に
補
助
を
行
い
ま
す
。

補
助
額　

・
耐
震
診
断
に
要
し
た
費
用
の
１
／
２

　

上
限
５
万
円

・
耐
震
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用
の
１
／
２　

　

上
限
20
万
円

※
１
０
０
０
円
未
満
切
捨
て
。

※
市
内
の
設
計
・
施
工
業
者
に
発
注
す
る
も
の

　

が
対
象
。

※
詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

建
築
指
導
課　

内
線
５
７
２

交

通

事

故

ゼ

ロ

校

表

彰

　

令
和
４
年
中
の
交
通
事
故
が
ゼ
ロ
で
あ
っ
た

幸
手
小
学
校
、
権
現
堂
川
小
学
校
、
吉
田
小
学
校
、

八
代
小
学
校
、
さ
か
え
小
学
校
の
５
校
が
、
市

と
幸
手
警
察
署
か
ら
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

問
合
せ　

危
機
管
理
防
災
課　

内
線
５
８
２

埼
玉
県
食
品
表
示
調
査
員
募
集

対
象　

県
内
在
住
の
18
歳
以
上
の
人

任
期　

令
和
５
年
６
月
～
令
和
６
年
３
月

内
容　

食
品
販
売
店
で
食
品
表
示
を
確
認
し
、　

　

定
期
的
に
県
に
報
告（
年
間
20
店
舗
程
度
）

※
詳
細
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

県
農
林
部
農
産
物
安
全
課
☎
０
４
８

　
（
８
３
０
）４
１
１
０

ご
ぞ
ん
じ
で
す
か
！
検
察
審
査
会

　

被
害
に
遭
い
、
警
察
署
や
検
察
庁
に
訴
え
た

が
、
検
察
官
が
そ
の
事
件
を
起
訴
し
て
く
れ
な

い
。
こ
の
よ
う
な
不
満
を
お
持
ち
の
場
合
は
検

察
審
査
会
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
審
査

手
続
相
談
や
申
立
て
に
つ
い
て
の
費
用
は
一
切

無
料
で
す
。　
　

　

検
察
審
査
会
で
は
、
選
挙
権
を
有
す
る
18
歳

以
上
の
一
般
国
民
か
ら「
く
じ
」で
選
ば
れ
た
11

人
の
審
査
員
が
、
検
察
官
が
事
件
を
起
訴
し
な

か
っ
た
こ
と
の
よ
し
あ
し
を
審
査
し
ま
す
。

問
合
せ　

さ
い
た
ま
第
一
検
察
審
査
会
事
務
局　

　

☎
０
４
８（
８
６
３
）８
７
１
４

※
同
一
年
度
内
２
泊
ま
で
。

※
申
込
み
方
法
な
ど
の
詳
細
お
よ
び
保
養
施
設

　

の
一
覧
は
、
保
険
年
金
課
窓
口
ま
た
は
市
ホ
ー

　

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。　

問
合
せ　

保
険
年
金
課　

内
線
１
４
３

固
定
資
産
税
資
料
の
縦
覧
・
閲
覧

　

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
お
よ
び
固
定

資
産
課
税
台
帳（
名
寄
帳
）を
、
つ
ぎ
の
期
間
、

無
料
で
縦
覧
・
閲
覧
で
き
ま
す
。

期
間　

４
月
３
日（
月
）
～
５
月
31
日（
水
）午
前

　

８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

※
土
曜
、
日
曜
、
祝
日
を
除
く
。

※
固
定
資
産
課
税
台
帳（
名
寄
帳
）は
、
１
年
を

　

通
じ
て
閲
覧
で
き
ま
す
が
、
期
間
外
に
閲
覧

　

す
る
場
合
は
手
数
料
が
か
か
り
ま
す
。

場
所　

税
務
課　

対
象　

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
／

　

固
定
資
産
税
の
納
税
者
と
そ
の
同
居
の
親
族
、

　

ま
た
は
納
税
管
理
人

　

固
定
資
産
課
税
台
帳（
名
寄
帳
）の
閲
覧
／
固　

　

定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
と
そ
の
同
居
の
親

　

族
、
ま
た
は
納
税
管
理
人
、
借
地
借
家
人

持
ち
物　

運
転
免
許
証
な
ど
本
人
確
認
が
で
き

　

る
も
の
、
借
地
借
家
人
は
賃
貸
借
契
約
書

※
対
象
以
外
の
人
は
委
任
状
が
必
要
で
す
。

問
合
せ　

税
務
課　

内
線
１
３
７

令

和

５
・

６

年

度

入

札

参
加
資
格
審
査
申
請
の
受
付

　

幸
手
市（
水
道
事
業
を
含
む
）の
令
和
５
・
６
年

度
の「
建
設
工
事
」、「
設
計
・
調
査
・
測
量
」、「
土

木
施
設
維
持
管
理
」の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

に
係
る
追
加
申
請
の
受
付
を
行
い
ま
す
。

　

な
お
、
受
付
は
県
と
埼
玉
県
電
子
入
札
共
同

シ
ス
テ
ム
参
加
自
治
体
と
の
共
同
窓
口
で
実
施

し
ま
す
。

新
規
申
請
受
付
期
間　

５
月
１
日（
月
）～
19
日（
金
）

追
加
申
請
受
付
期
間　

５
月
１
日（
月
）～
26
日（
金
）

有
効
期
間　

令
和
５
年
８
月
１
日
～
令
和
７
年

　

３
月
31
日

※
申
請
書
類
や
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま

　

た
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
入
札
審
査
課
）を
ご

　

確
認
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

契
約
管
財
課　

内
線
２
６
４

市 長 コラ ム

「先
せんじん

人木を植え 後
こうじん

人涼をとる」
　これは将来のことを見据えて行動する大切さ
を伝えると共に、日々の生活を送るさまざまな
場面で、先人の功績や恩恵に浴していることを
示しています。この顕著な例が全国の自治体市
の中で唯一「幸」がつく幸手市の「権現堂桜堤」で
す。 
　先月、民放企画バラエティ番組で幸手特集が
ありました。幸手市の魅力を改めて見直したの
は、私だけではないと思います。これを契機に、
幸手市を、そして関東有数の桜の名所である権
現堂桜堤に、多くの方々に訪れていただきた
い！　
　権現堂桜堤の歴史を少し。桜堤が初めて築
かれたのは戦国時代（1576 年）。明治 9 年には、
明治天皇の行幸がありました。数千本の大樹で
桜花爛漫を競った権現堂桜堤は、太平洋戦争末
期には、その殆どが燃料の薪として伐採されて
しまいました。
　しかし、桜を愛する不屈の精神を持つ地元の
有志達により蘇り、見事復活しました。私達が
観ているのは、昭和 24 年から再び植樹された
二代目の桜です。この郷土の誇りである桜を子
子孫孫まで守っていくのが、私達の役割です。

幸手市長　木村純夫

き
支
給
判
定
し
て
い
ま
す
。
手
当
の
詳
細
に
つ
い

て
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

・
特
別
障
害
者
手
当
／
月
２
万
７
９
８
０
円

・
障
害
児
福
祉
手
当
／
月
１
万
５
２
２
０
円

・
経
過
的
福
祉
手
当
／
月
１
万
５
２
２
０
円

▼
不
審
な
連
絡
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
」を
名
乗
る
人
物
か
ら
、

世
帯
構
成
な
ど
を
聞
き
出
そ
う
と
す
る
電
話
が
か

か
っ
て
く
る
事
案
が
全
国
で
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

幸
手
市
に
お
い
て
も
、
同
様
の
事
案
の
発
生
が

確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

特
殊
詐
欺
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
犯
罪
に
つ
な
が
る

可
能
性
が
あ
る
た
め
、不
審
な
電
話
や
訪
問
に
は
、

十
分
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
不
審
な
電
話

な
ど
が
あ
っ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
幸
手
警
察
署

ま
た
は
幸
手
市
役
所
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
被
害
に
あ
わ
な
い
た
め
の
注
意

・
住
所
や
氏
名
な
ど
の
個
人
情
報
や
家
族
構
成
を

　

安
易
に
教
え
な
い
。

会計年度任用職員募集情報を Twitter で発信

令和 5 年 4 月 1 日以降に任用する会計年度任用職員の

募集案内について、市のホームページのほか幸手市

公式アカウント Twitter でも情報発信を行っていま

す。会計年度任用職員への任用を希望する人は、ぜひ、

Twitter フォローをお願いします！　
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